
　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
登

録
さ
れ
て
い
る
方
に
、
そ
の
年
度
分
が

全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。
次
の
①
〜
⑤
に

該
当
す
る
場
合
は
、
４
月
１
日
㈮
ま
で

に
廃
車
・
名
義
変
更
・
住
所
変
更
等
の

申
告
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
廃
棄
処
分
を
し
た
場
合

②
盗
難
に
あ
っ
た
場
合
（
警
察
へ
の
届

出
と
は
別
に
廃
車
の
申
告
手
続
き
が

必
要
で
す
）

③
譲
渡
し
た
場
合

④
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

⑤
市
外
へ
転
出
す
る
場
合

◎
い
ず
れ
の
場
合
も
第
三
者
に
手
続
き

を
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
手
続
き
完
了

の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

▼
年
度
途
中
で
廃
車
に

し
て
も
月
割
に
よ
る

返
還
等
は
あ
り
ま
せ

ん
。

▼
廃
車
、
盗
難
、
譲
渡

等
が
生
じ
た
場
合
、

申
告
手
続
き
を
行
わ

な
い
と
軽
自
動
車
税

は
毎
年
登
録
名
義
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

問

市
民
税
課
☎
2
９
９
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９
０
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４
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９
９
８
_
９
４
０
９

軽
自
動
車
・

原
動
機
付
自
転
車
（
バ
イ
ク
）
等
の

申
告
手
続
き
は
お
早
め
に

申 問市役所１階障害福祉課☎ 2９９８-９１１６5２９９８-１１４７へ直接

迷惑しています！！放置自転車

撤去された自転車の保管場所は？

◆所沢駅・新所沢駅・航空公園駅・東所沢駅・秋津駅周辺にて撤去された場合
　けやき台自転車保管場所（けやき台２-38-１）☎２９２４-９４１９
◆小手指駅・狭山ヶ丘駅・西所沢駅・下山口駅周辺にて撤去された場合
　北野自転車保管場所（北野新町１-９-13）☎２９４９-８６５２
◎返還には、カギ、身分証明書、撤去・保管手数料（2,000円）が必要です。
返還時間　月～土曜日午前９時～午後５時30分
　　　　　（日曜日、祝休日、年末年始を除く）
問交通安全課☎２９９８-９１４０5２９９８-９１６２

『所沢市ひと・まち・みどりの
　　　　　　景観計画の説明会』と
『景観まちづくりの活動紹介
　～一緒に景観まちづくりをしませんか!!～』
　本市の特性を生かした所沢らしい良好な景観の形成を進めてい
くため、「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」を７月１日か
ら施行します。
　景観計画の説明会の開催および景観まちづくりを広げていただ
くために、参加者による意見交換を行います。
日３月19日㈯、20日㈰午前10時～午後３時
場市役所８階大会議室
対市内在住・在勤・在学で、景観まちづくりに関心をお持ちの方
◆第一部　景観計画についての説明会（午前10時～正午）
説明員　都市計画課職員
◆第二部　景観まちづくりの活動紹介
　「一緒に景観まちづくりをしませんか!!」（午後１時～３時）
内景観市民活動クラブによる活動紹介、参加者による意見交換等
説明員　都市計画課職員 
コーディネーター　景観市民活動ク
ラブ（所沢市ひと・まち・みどり
の景観計画に掲げる自主的・主体
的に活動するために組織する団体
等です。）

【留意事項】

▼内容は変更する場合があります。

▼２日間とも同一の内容です。

▼午前または午後のみの参加も可能です。
申 問３月１日㈫から参加申込書を〒359-8501市役所２階都市計
画課☎２９９８-９１９２5２９９８-９１６３ a9192＠city.
tokorozawa.saitama.jpへ電話・ＦＡＸ・Ｅメール・直接・郵送

◎参加申込書は、都市計画課に備え付けのほか、市HPからも入手
できます。

福祉タクシー券またはガソリン費補助

◎使用する自動車は、障害者本人または同一生計者の所有するもの（１台）
に限ります（法人名義は不可）。運転をする方も障害者本人または同一生計
者に限ります。
◆タクシー補助とガソリン費補助の切り替え
　平成23年度にタクシー補助からガソリン費補助、またはガソリン費補助か
らタクシー補助に切り替えを希望される方は、切り替え期間中に切り替えに
必要な書類をお持ちのうえ、障害福祉課で手続きをしてください。
切り替え期間　４月１日㈮～28日㈭
【注意事項】

▼切り替え期間を過ぎると切り替えはできません。

▼平成23年度福祉タクシー券の交付を受け、１枚でも使用した場合はガソリ
ン費補助への切り替えはできません。
切り替えに必要な書類

補助
区分

補助対象者
(施設入所者を除く）

補助金の上限額
対象者が
運転する場合

同一生計者が
運転する場合

Ⅰ １級・２級の下肢・体幹障害者 月額3,000円 月額1,500円

Ⅱ
１級・２級の身体障害者（Ⅰ区分以外）

月額1,500円３級の下肢・体幹障害者
療育手帳Ⓐ・Ａ所持者

補助対象者
（施設入所者を除く）

配布枚数
一般タクシー券 福祉タクシー券

身体障害者手帳

１級の透析患者 72枚 72枚
透析患者以外の１級

48枚 72枚２級の肢体不自由者
２級（市手当A区分）
２級（市手当B区分）

24枚
３級の下肢・体幹障害者

療育手帳
Ⓐ所持者 48枚 72枚
Ａ所持者 24枚

タクシー補助から
ガソリン費補助の場合

①身体障害者（療育）手帳②運転者の運転免許証
（コピー可）③車検証（コピー可）④障害者本人
名義の金融機関の口座⑤タクシー補助認定証⑥平
成23年度福祉タクシー券

ガソリン費補助から
タクシー補助の場合

①身体障害者（療育）手帳②印鑑③障害者本人名
義の金融機関の口座④ガソリン費補助認定証

車　種 取り扱い窓口 手続きに
必要なもの

●原動機付自転車
　（125㏄以下）
●小型特殊自動車

市役所２階市民税課
（☎2998-9064）

▼所沢市のナンバ
　ープレート

▼印鑑

▼標識交付証明書

▼譲渡証明書（名
　義変更の場合）

●軽二輪（125㏄超
　～250㏄以下）
●二輪の小型自動
　車（250㏄超）

埼玉運輸支局
所沢自動車
検査登録事務所
（☎050-5540-2029）

取り扱い
窓口へ

お問い合わせ
ください

●軽四輪等
軽自動車検査協会
埼玉事務所所沢支所
（☎049-258-8011）

　補助認定を受けている在宅の重度障害者等の方に
タクシー券またはガソリン費を補助します。なお、
福祉タクシー券またはガソリン費補助のどちらか一
方の選択制になります。
◆福祉タクシー券
　平成22年度にタクシー券の交付を受けている方に
は、３月下旬ごろタクシー券を郵送します。
補助対象者および配付枚数
　一般タクシー券または福祉タクシー券のどちらか一方の選択制です。

【注意事項】

▼ 身体障害者手帳の２級（市手当Ｂ区分）および３級の下肢・体幹障害者、療育
手帳のＡ所持者の方で、一般タクシーを利用できない方は、ご相談ください。

▼一般タクシー券から福祉タクシー券、または福祉タクシー券から一般タク
シー券に変更を希望される方は、郵送されたタクシー券を障害福祉課まで
お持ちください。

◆ガソリン費補助
　平成22年度分のガソリン費補助の請求書最終提出期限は３月31日㈭です。
補助対象者および補助金の上限額

▲せせらぎ遊歩道花壇

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール
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